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通行空間の
安全性・快適性の確保 良好な景観形成

道路の
防災性能の向上

無電柱化の目的

○無電柱化は、「①防災」、「②安全・快適」、「③景観」の観点から推進
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※１ ロンドン、パリは海外電力調査会調べによる2004年の状況（ケーブル延長ベース）
※２ 香港は国際建設技術協会調べによる2004年の状況(ケーブル延長ベース)
※３ 台北は国土交通省調べによる2013年の状況（道路延長ベース）
※４ シンガポールは海外電気事業統計による1998年の状況(ケーブル延長ベース)
※５ ソウルは国土交通省調べによる2011年の状況(ケーブル延長ベース)
※６ ジャカルタは国土交通省調べによる2014年の状況(道路延長ベース)
※７ 日本は国土交通省調べによる2015年度末の状況(道路延長ベース)

【欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状】

無電柱化の整備状況（国内、海外）
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○ロンドン・パリなどのヨーロッパの主要都市や香港・シンガポールなどのアジアの主要都
市では無電柱化が概成しているのに対して、日本の無電柱化率は東京２３区で７％、大
阪市で５％と立ち遅れている
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欧米諸国の状況（ロンドン、パリ、ベルリン）

ロンドン パリ

ベルリン

○ヨーロッパの主要都市では、無電柱化により良好な景観を創出
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景観を台無しにする電柱と電線

【山梨県富士吉田市】
迫力のある富士山を電柱と電線が邪魔をしている。

【静岡県富士宮市】
迫力のある富士山を電柱と電線が邪魔をしている。

【福島県白河市】

美しい小峰城の景観を電柱と電線が邪魔している。

【東京都墨田区】

蜘蛛の巣状の電線がスカイツリー
の外観を損ねている。

【長野県上田市】
風情ある伝統的建造物群にそぐわない電柱・電線。

【神奈川県足柄下郡箱根町】
参道に張り巡らされる電線。 4



無電柱化の整備延長の推移

○１年あたりの整備延長は平成１０年代後半をピークに減少

S61 ～ H2 H3 ～ H6 H7 ～ H10 H11 ～ H15 H16 ～ H20 H21 ～

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,400km

実績整備延長
約2,100km

実績整備延長
約2,200km

実績整備延長
約1,800km

※平成２７年度末時点

平均整備延長
[200km/年]

平均整備延長
[250km/年]

平均整備延長
[350km/年]

平均整備延長
[420km/年]

平均整備延長
[260km/年]

平均整備延長
[440km/年]

第一期
計画

第二期
計画

第三期
計画

第四期
計画

第五期
計画 無電柱化

に係る
ガイド
ライン

【年度毎の無電柱化延長】

整備延長
（km/年）

400

200
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300
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建設負担金
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道路管理者負担の
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地
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*現在の交付金では5.5/10等

○電線共同溝本体（管路、特殊部）の整備は、建設負担金を除き、国と地方公共団体が
1/2ずつ負担 （地方公共団体が整備する場合は、国が交付金により支援）

○地上機器（トランス等）・電線等の整備や建設負担金は、電線管理者が負担

無電柱化（電線共同溝の整備）の費用負担
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95
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39
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32%

○無電柱化事業を実施するにあたっての課題○無電柱化事業の実施経験

①実施した経験
がある

②現在実施している

③実施したことがない

（複数回答可）ｎ＝１９６

○無電柱化を推進する市区町村長の会や国、都道府県に望むこと

予算確保 （事業に対する補助金等の財政支援をお願いしたい。）

低コスト手法の早期実用化 （低コスト手法の早期実用化をお願いしたい。）

地上機器の設置場所に関する方策検討 （地上機や特殊部の設置数削減、設置スペースのコンパクト化を実現できるよう、研究開発を加速していただきたい。）

電線管理者への協力要請 （電線管理者の積極的・協力的な対応を業界に指導いただきたい。）

技術面での支援 （事業を実施するにあたり、技術的な課題や、事務手続きの懸案などについて、市区町村に対してサポートする、支援センターなどの体制作りが必要かと思われます。）

事例紹介 （関係者との調整方法、工事費用負担など参考になる事例があれば紹介していただきたい。）

早期の法整備 （無電柱化の推進に関する法律案の早期成立を望みます。）

市区町村長の会において２／１０～２／１９にアンケート調査を実施。２５２団体中の１９６団体から回答（回答率７８％）

無電柱化に関する課題

○無電柱化が進まない主な原因は、コストが高いことに加え、事業者との調整やトランス
（地上機器）の設置等の地元調整が困難なこと、道路幅が狭いことなど
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【電線共同溝と直接埋設の比較】

無電柱化はコストが高い

○従来方式の電線共同溝では、整備費用は約３．５億円／㎞を要しており、海外では
一般的な直接埋設と比較して、コストが高い

通信線

電力線電力用管路

通信用管路

※１ コストには、上記のほか、電気・通信設備（地上機器（トランス）、
ケーブル）工事に係る費用（約1.8億円/km）がある。

※２ 日本において導入実績がないことから試算したもの。

民地

【電線共同溝のイメージ】

電線共同溝 直接埋設

断面図

コスト
（※１）

土木工事 約3.5億円/km 土木工事 約0.8億円/km

採用して
いる主な
国（都
市）

日本、韓国等
ロンドン、パリ、ベルリン、

ニューヨーク等

（※２）
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低コスト手法の取組状況

管路の浅層埋設 小型ボックス活用埋設 直接埋設

現行より浅い位置に埋設 小型化したボックス内に
ケーブルを埋設

ケーブルを地中に直接埋設

・浅層埋設基準を緩和

（H28年4月施行）

・モデル施工着手（平成28年度～） ・直接埋設方式導入に向けた課題の
とりまとめ（H27年12月）

・電力ケーブルと通信ケーブルの離
隔距離基準を改定（平成28年9月施
行）

・直接埋設用ケーブル調査、舗装へ
の影響調査（平成28年度内予定）

・全国展開を図るための技術マニュア
ルを作成（平成２８年度内予定）

・全国展開を図るための技術マニュア
ルを作成（平成28年度内予定）

・モデル施工に着手（平成29年度予
定）

管路の事例（国内）

直接埋設の事例（パリ）

通信
ケーブル

電力
ケーブル

小型ボックスの事例
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「電線等の埋設に関する設置基準」の見直し

ケーブル・小径管（径15cm未満）
※ 小径管は電力用、一般的な通信用の管

大径管（径15cm以上）
※ 通信用の管で、１本の外管の中に複数本

の内管を収容するもの

小径管（電力）

大径管（通信）

凡例

40cm

見直し前

見直し前

表層
（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

舗
装
厚

舗
装
厚

表層
（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

径15cm未満
の場合

径15cm以上
の場合

◎基準の見直しイメージ （電線又は電線を収容する管路）

車道※１（交通量の少ない※２生活道路の例）
（舗装厚50cmの場合を想定）

歩道（幹線道路の例）
（舗装厚20cmの場合を想定）

Ｈ２８年２月２２日 ：通知
Ｈ２８年４月 １日 ：施行

【見直し前】
路面から管路頂部までの深さは、舗装厚＋30cm以下としない

【見直し後】
路面から管路頂部までの深さは、舗装厚＋10cm以下としない
径15cm未満の管路の場合は、下層路盤の上面より10cm以下としない

【見直し前】
路面と電線の頂部との深さは、40cm以下としない

【見直し後】
路盤上面から電線頂部までの深さは、10cm以下としない

※１：舗装計画交通量N4相当以下の道路

※２：大型車の交通量が250台/日・方向未満

15cm

25cm

20cm

45cm

60cm

35cm

80cm

(20cm)

(50cm)
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地中電線の離隔距離に関する基準の見直し

○ 電力ケーブルと通信ケーブルの離隔距離に関する基準※（３０ｃｍ）

により、電線共同溝の断面が大きくなる

○ 基準の見直しにより、収容断面を小型化（コスト縮減）

総務省：有線電気通信設備令施行規則

経産省：電気設備の技術基準の解釈

目的、背景

技術的検討試験の実施

【試験の結果】

難燃性の防護材被覆等のケーブルや管な

どによる対策を講じた上で、離隔０ｃｍで

敷設（接触して埋設）可能

（H26.11～H27.4）

総務省、経済産業省における基準見直し

見直し後

※難燃性の防護被覆を使用し、電力線が222Ｖ以下の場合
（電圧が222Ｖより高い場合は接触しないように設置）

接触※

今後の展開

・小型ボックス方式の施工着手（新潟県見附市）

・全国展開を図るためのマニュアル作成 等
（小型ボックス）

電力線

通信線
アーク放電による変色

小型ボックスの事例

※

離隔距離30cm → 0ｃｍ※

総 務 省

経済産業省

Ｈ28年6月16日 施行

Ｈ28年9月13日 施行

○電磁誘導試験 ○アーク放電試験

電力ｹｰﾌﾞﾙへの通電が周辺の通
信ｹｰﾌﾞﾙに与える影響を検証

アーク放電が通信ｹｰﾌﾞﾙに
与える影響を検証

W(0cm, 10cm)
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低コスト無電柱化モデル施工の概要（新潟県見附市）

○見附市では、造成を計画している住宅地「ウェルネスタウンみつけ」において、
小型ボックス活用埋設、浅層埋設による無電柱化を計画

浅層埋設 小型ボックス活用埋設

・事業箇所 ：新潟県見附市柳橋町地内

・路線名 ：市道 柳橋４４号線～５０号線

・延長 ：１，２８０ｍ

・無電柱化手法：電線共同溝（要請者負担方式）

Ｈ２７．１２ 「見附市低コスト無電柱化モデル施工

技術検討会」設立し技術検討を実施

H２８年度 電線共同溝工事予定

○経緯

○概要
至る 新潟市

至る 長岡市

中之島
見附IC

見附駅

◎見附市役所

新潟県見附市

浅層埋設

小型ボックス活用

ウェルネスタウンみつけ

「ウェルネスタウンみつけ」イメージ

○特徴

当初

舗
装
厚

90cm

(30cm)

見直し後

40cm

50cm

床掘断面が縮小

（一般部）

（特殊部）

FA

BD
高 高

低 低

低 低
高 高

従来

低圧電力線
と通信線の
同時収納に
より小型化

従来 見直し後

200

見直し後
250

坑外作業と
することで
小型化

1
5
0
0

1060

5
0
0

みつけしやなぎばしまち

やなぎばし

900

電力線 通信線

み つ け し
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＜現地の状況＞＜平面図＞

・事業箇所 ：京都府京都市中京区石屋町～柏屋町地内

・路線名 ：一般市道 先斗町通

・延長 ：４９０ｍ

・低コスト手法 ：小型ボックス活用埋設（電線共同溝方式）

Ｈ２６～ 京都市と先斗町街づくり協議会で無電柱化の検討

Ｈ２７．１２ 京都市で、地上機器設置へ御協力いただく方と調印式を実施

○経緯

○概要

ＪＲ京都駅

京阪
祇園四条駅

京阪
三条駅

京都御所

二之丸庭園
先斗町通

1

9

1

24

・

京都府京都市

小型ボックス活用埋設の検討のほか、特殊部の小型化や地上機器の

改良、美装化等を実施

○特徴

な か ぎょ う く い し や ちょ う かしわやちょう

ぽんとちょうどおり

○京都の五花街の一つ先斗町は、幅員が狭く従来の電線共同溝整備が困難であったが、
地域の御協力を得て、小型ボックス活用埋設による無電柱化を検討

低コスト無電柱化モデル施工の概要（京都市中京区先斗町通）
な か ぎょ う く ぽんとちょうどおり
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地中化以外による無電柱化の方法
裏配線：
無電柱化する道路の裏通りから配線する方法

表通りの配線

裏通りに移設

整備前

整備後

メイン通りを
無電柱化

軒下配線：
電線類の一部を軒下や壁面に設置する方法

【軒下配線の状況】

軒下配線

三重県亀山市関町 福島県南会津郡下郷町大内宿
14



○道路事業や市街地開発事業等が実施される場合、これらの事業と併せて無電柱化を実
施することにより、効率的な整備が可能

道路事業や市街地開発事業等の実施と併せた無電柱化

新設道路

歩道

電線共同溝

新設事業

岡山県岡山市（国道１８０号総社・一宮ＢＰ）

歩道整備事業

静岡県湖西市（国道３０１号歩道整備）

【同時整備によるメリット】

○ それぞれの事業で重複する工程（土工や舗装、復旧工事等）を一度に行うことによるコスト縮減

○ 工期短縮に伴う沿道住民や一般交通への影響の軽減 など

15
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＜地域との連携強化＞

○無電柱化を実現するには、トランス等の地上機器を一定間隔で設置する必要があり、
住民との合意形成が必要。

地上機器設置の調整

道路区域道路区域民地民地

1,100

1
,4
5
0

（単位：mm）

高
さ

幅

＜地上機器の大きさ＞

・数十メートルごとに地上機器を設置する必要

公園内への地上機器の設置 民地を活用した地上機器の設置

地上機器

＜電線共同溝の設備＞ 地上機器
（トランス等）

・地域との連携を図り、地上機
器を公園や民地等に設置す
ることにより、歩道の無い道
路でも無電柱化を実施

＜にし茶屋街（金沢市野町）＞

地上機器

＜ひがし茶屋街（金沢市東山）＞ 16



占用制限の概要

道路法第３７条（道路の占用の禁止又は制限区域等）
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五
条及び前第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

・ 緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止

・ 既存電柱については、当面の間、占用を許可

・ やむを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可（原則２年間）

日程

Ｈ２７年１２月２５日：地方整備局、県・政令市に対し、運用通達を発出

２月下旬～３月 ：区域指定を告示（直轄国道）

Ｈ２８年４月～ ：占用制限開始（直轄国道）

新たな電柱
（占用を禁止）

緊急輸送道路

既設電柱（当面の間許可）

○直轄国道の緊急輸送道路において電柱の新設を禁止する措置を開始（平成２８年４月）

○緊急輸送道路（全道路約１２０万ｋｍのうち、約９万ｋｍ）
災害対策基本法第４０条の都道府県防災会議において作成する地域防災計画に位置づけられている道路。
災害時の緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路。

緊急輸送道路における道路占用の禁止又は制限

17



○一般電気事業者、電気通信事業者、有線放送事業者等が、緊急輸送道路において無
電柱化を行う際に新たに取得した電線等に係る固定資産税の特例措置を講じる

※地方税法等の一部を改正する等の法律 〔平成28年4月1日施行〕

固定資産税の課税標準を

４年間２／３に軽減

（道路法３７条に基づく占用区域の場合）

固定資産税の課税標準を

４年間１／２に軽減

緊急輸送道路における税制措置

○防災上重要な道路における無電柱化を促進するため、電線管理者に対し固定資産税の特例措置を講じる。

特例措置の内容

高圧線

低圧線

通信線
トランス

分岐器（クロージャー）

地中化

通信管
低圧管
高圧管

地上機器

【対象施設】

地上機器
（トランス等）

通信設備（クロージャー等）

ケーブル

【特例措置の内容】

・対象施設：電線管理者が緊急輸送道路で無電柱化を行う際に新たに取得した電線等
・特例措置の内容：道路法第３７条に基づき電柱の占用を禁止している道路の区域 ： 課税標準４年間１／２

・特例期間：３年間（平成２８年度～平成３０年度）
上記以外の区域 ： 課税標準４年間２／３
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〇 国庫債務負担行為を拡充し、電線共同溝事業にお
いてＰＦＩ手法を活用することにより、管路整備に
精通した民間技術・ノウハウの活用や市場の民間資
金活用の促進を図り、さらに無電柱化を推進。

道路管理者
（直轄又は地方公共団体）

○ 無電柱化を推進するため、電線共同溝整備（直轄）において、民間技術やノウハウ、
資金の活用を図るためにＰＦＩ手法を活用する場合について、必要に応じて１５箇年以内
で国庫債務負担行為を設定できるよう制度を拡充。

①事業契約 ④対価の支払
（電線共同溝整備完了後は、
建設費と管理費を支払い）

資金調達

③所有権移転
（ 電線共同溝整備完了後 ）

選定事業者

②事業の実施
1) 調査・設計
2) 占用者との調整
3) 電線共同溝の整備
4) 管理

地
元
住
民

電
線
管
理
者

占用料

調整

調整

＜ＰＦＩ手法によるスキーム（イメージ）＞

176

110

80

73

57

51

37

36

5

1

①コストが高い

②電力会社や通信会社などとの調整が困難である

③トランスの置き場所がない

④道路が狭くて事業ができない

⑤工事の期間が長い

⑥地域の住民の協力が得られない（得られにくい）

⑦無電柱化の事業を理解した職員がいない

⑧何から手をつけたらよいかよく分からない（ノウハ

ウがない、他の事例がよくわからない）

⑨何が課題かわからない

⑩課題は特にない

（複数回答可）

市区町村長の会において、Ｈ２８．２にアンケート調査を実施。２５２団体中の１８９団体から回答（回答率７５％）

【無電柱化事業を実施するにあたっての課題】 【規制緩和】

無電柱化事業の課題として、関係者との調整に時間を要すること、整備コストが
高いこと、本体整備期間の財政上の負担が大きいことなどが挙げられる。

【低コスト手法の取組状況】

管路の浅層埋設 小型ボックス活用埋設 直接埋設

現行より浅い位置に埋設 小型化したボックス内にケーブルを埋設 ケーブルを地中に直接埋設

基準緩和を受け、それぞれの低コスト手法についての取組が進み、民間技術の提案
の選択肢が拡大。

○埋 設 基 準 の 緩 和 ……Ｈ２８．４． １施行（国交省）
○離隔距離基準の緩和……Ｈ２８．６．１６施行（総務省）

Ｈ２８．９．１３施行（経産省）

無電柱化事業の低コスト化に向け、本年度、埋設基準と離隔距離基準について緩
和。

民間金融機関

19

ＰＦＩ手法を活用した無電柱化のための国庫債務負担行為の拡充


